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まちづくりに関して紹介したい地域の取組、配信アドレスの変更等については、
まちづくり相談窓口(メールはこちら)まで ※配信希望も随時受け付けております。

官民連携まちづくりの手引き

「官民連携まちづくりの進め方」のご紹介！

今号の記事

【施策紹介】
【イベント・募集案内等】
【その他（お知らせ等）】

◯ 官民連携まちづくりの手引き「官民連携まちづくりの進め方」のご紹介！
◯ 「第９回まちづくり法人国土交通大臣表彰」の募集を開始しました！
◯ 国営滝野すずらん丘陵公園１２／２２（日曜日）ホワイトシーズン開園！

・・・各記事のタイトルをクリックすると、記事掲載ページへジャンプします
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北海道開発局都市住宅課
まちづくり相談窓口

【本編】1～74ページ
・都市再生整備計画とは、計画に記載
する内容、計画の作成プロセス
・都市再生推進法人とは、法人のメリッ
ト、法人の指定の手続き
・「道路占用許可」「河川敷地占用許
可」「都市公園占用許可」の特例につ
いて、制度の背景・目的、制度活用の
メリット、制度活用の手続き
・都市再生特別措置法に基づく協定
・関連制度等 について紹介

【事例編】75～96ページ
・運用実績、運用事例等

※その他、付録として要綱等の例あり

手引きの構成

◉ 「都市の再生」とは、近年における急速な情報化、国
際化、少子高齢化等の社会情勢の変化に対応した都市
機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図ることを
指します。
◉ 都市は、人々の生活や経済活動等の場を提供する我
が国の活力の源泉であり、より快適に生活できる場の提
供等により都市の魅力を高めるとともに、資本や人材等
を呼び込み、立地する産業の国際競争力を向上させる
都市再生を的確に推進していくことは、国民生活の向上
や経済の活性化等の観点から重要となっています。

→まちづくりの新たな担い手としての民間主体の役割が拡
大しつつあり、自主的な取組の促進が重要となっています。

（手引き・P6より抜粋）

（手引き・P1より抜粋）

国土交通省では、民間まちづくり活動団体等の皆様が、市町村を始めとする地方公共団
体等と連携し、まちづくり活動を一層推進できるよう、都市再生特別措置法等に基づく許
可の特例制度、協定制度等の内容やメリット、活用プロセスなどを解説した「官民連携ま
ちづくりの手引き」を官民連携まちづくりポータルサイトにて公表しております。
当該手引きは、平成２４年１月に作成、平成２９年９月に都市再生特別措置法の改正に

伴う全面的なリニューアルを行い、本年３月には付録として「低未利用土地利用促進協定
書（例）」を追加しておりますので、改めてご紹介いたします。

「都市再生」の意義、「都市再生」をめぐる状況

mailto:hkd-ky-matidukuri@gxb.mlit.go.jp
http://www.mlit.go.jp/toshi/siryo/index.html
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「第９回まちづくり法人国土交通大臣表彰」
の募集を開始しました！

▲ＴＯＰ

※募集要項及び応募様式は 国土交通省ＨＰ をご参照ください。

※道内からは、第7回において「特定非営利活動法人小樽民家再生プロジェクト」が
審査委員長賞を受賞（まちづくりメールニュースVol.261（H30.8.10）でご紹介）、
第5回において「ふらのまちづくり株式会社」が「まちの活性化・魅力創出部門」の国
土交通大臣賞を受賞（同Vol.244（H28.7.4））しています。

国土交通省では、「第９回まちづくり法人国土交通大臣表彰」の対象法人の募集を
１１月２８日から開始しました。

「まちづくり法人国土交通大臣表彰」は、都市の課題解決に取り組み、地域における
良好な環境や地域の価値を維持･向上させる先進的な取組を行っているまちづくり法人
を表彰し、好事例として広く紹介することにより、各地のまちづくりに向けた取組が一
層推進されることを目的として、平成２４年度に創設された表彰制度です。

募集対象

募集期間等

・都市の課題を解決する先進的な取組を行ってい
るまちづくり法人（まちづくりの推進を図る活動
を行うことを目的とする会社、特定非営利活動法
人、一般社団法人（公益社団法人を含む）及び一
般財団法人（公益財団法人を含む））等を募集し
ます。

・また、構成員に法人格を有する団体等を含んで
いれば、法人格を有しない地域のまちづくりを目
的とした協議会や有限責任事業組合等の場合でも、
募集の対象になります。

・なお、以下に該当する場合は、まちづくり法人
表彰の募集対象外となりますので、ご注意くださ
い。
＞これまでに、今回の応募内容と同一の取組で、
全国規模で行われている同様趣旨の他の表彰を受
けている法人（取組内容の発展が確認できれば応
募可能です。）
＞構成員が個人のみ若しくは法人格を有しない任
意団体のみで構成されている場合

令和元年11月28日(木)～令和2年2月6日(木)当日消印有効

【スケジュール】審査委員会による審査 令和2年4～5月予定
審査結果公表 令和2年5月下旬
表彰 令和2年6月予定

※国土交通大臣賞の受賞者は、まちづくり月間の国土交通省行事において表彰されるとともに、
国土交通省ホームページや各種イベントにて、広く紹介させていただきます。

http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi05_hh_000262.html
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/tosijyu/splaat0000019r4j-att/splaat000001d7gm.pdf
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/tosijyu/ud49g70000005axq-att/splaat0000001e7x.pdf
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▲ＴＯＰ

国営滝野すずらん丘陵公園
１２／２２（日曜日）ホワイトシーズン開園！

国営滝野すずらん丘陵公園は、１２月２２日（日）から『滝野スノーワールド』としてホ
ワイトシーズン（～３月３１日）の営業を開始します。

ホワイトシーズンは入園無料（※駐車料金は別途必要）で、年末年始も休まず毎日９～
１６時まで営業。

国内最大級200mロングコースの「チューブそり」＜そりゲレンデ＞を始め、初心者
向けのなだらかな「スキー・スノーボード」ゲレンデや「滝野スキースクール」、初めて
の森遊びや「スノーシュー体験」におすすめな＜滝野の森ゾーン＞など小さなお子様向け
スポットもたくさんあります。
また、お正月に向けての「ミニ門松づくり」や、１月３日には「日の出を見よう！」の

イベントも予定されています。

ぜひ、楽しい思い出づくりに滝野すずらん丘陵公園へお越しください。

※詳しくは 滝野すずらん丘陵公園HP（滝野の森 冬のイベント情報） をご覧ください

その他のイベント情報、お知らせ、アクセスは 国営滝野すずらん丘陵公園ＨＰ をご覧ください。
公園スタッフによる 「滝野日記」 で実施済みのイベントの様子も確認できます。

http://www.takinopark.com/takino-wp/wp-content/uploads/2019/12/d4e440896f81097009e19868f7238333.pdf
http://www.takinopark.com/
http://www.takinopark.com/nikki/

